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本論は、異なるレベルの周産期医療を提供する分娩施設が互いにどのような立地関係にあるかを

知るため、「孤立」の概念を導入し、周産期医療における救急搬送体制を考えるにあたり使用可能な

指標を提案する。北海道に適用した結果、50km 孤立・50km 準孤立は 17 施設、75km 孤立・75km 準

孤立は 6 施設あった。これらの分娩施設は孤立して立地すると判断され、政策上、救急搬送の安全

性等についてより注視を必要とする。 
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１．はじめに 

大多数の妊娠・分娩は医学的介入をあまり必要としない。しかし、一部はハイリスクと診断さ

れ、より高度な医学的介入を必要とする 1）。妊婦健康診査の結果などから、高度な医学的介入の

必要性がある程度予想でき、十分な準備をしたうえで分娩に臨む場合もあれば、事前にはハイリ

スクとなることが予想できない場合もある。たとえば、妊娠中は正常に推移していたにもかかわ

らず、分娩時に急変する場合がある。すなわち、学会が定めたガイドライン 2）にしたがって妊婦

健康診査を行っていたとしても、妊娠・分娩のいずれかの時点で緊急搬送が必要となる可能性は

ゼロとはならない。このため、周産期医療に関する政策を考えるにあたっては、妊婦の自宅ある

いは分娩施設からより高次の周産期医療を提供できる分娩施設への搬送の可能性を考慮にいれて

おく必要がある。 

一般に、分娩施設は提供できる医療の内容に応じて 3 種類に分類できる。1 つは、24 時間の周

産期救急体制をとり、周産期における高度な 3 次医療を提供する総合周産期母子医療センターで

ある。医師や助産師数、NICU などについて、政府が定めた設置基準 3）をみたすことが要求され

る一方、ハイリスク妊婦・児の診療にあたっては、診療報酬上の加算がなされる。2 つめは、総合

周産期母子医療センターに準ずる機能を持ち、周産期医療における 2 次医療を提供する地域周産

期母子医療センターである。3 つめは、主に正常分娩と緊急度の低い帝王切開を扱い、周産期医

療における 1 次医療を提供する分娩施設である。本論では、3 つめのタイプを 1 次分娩施設とよ
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ぶことにする 4）。 

本論では、都道府県など一定の行政単位で周産期医療 5）における救急搬送体制を考えるにあ

たって、「孤立」の概念を導入し、新たな指標を提案する。「孤立」の概念は、ある分娩施設の立

地場所を中心として、一定の半径の円を描き、この円の内部にどんな医療レベルの分娩施設がい

くつあるかによって定義される。すなわち、ある分娩施設が「A km 孤立」であるとは、その分娩

施設から A km 以内に他の分娩施設がないか、あっても 1 次分娩施設のみの場合を指す。つまり、

緊急事態が発生すると、A km を超える搬送が必要な施設である。また、ある分娩施設が「A km 準

孤立」であるとは、その施設を含めて 1 つ以上の分娩施設があって、それらの分娩施設の 1 つが

地域周産期母子医療センターであるが、総合周産期母子医療センターは存在しない場合を指す。

つまり、緊急事態が発生した場合、A km の範囲内で周産期における 2 次医療は提供できるもの

の、3 次医療は提供できない施設である。以下では、A=50 の場合と A=75 の場合を検討する。距

離 50km は救急車が一般道路を走行した場合に 6）、75km は救急車が高速道路を走行した場合につ

いて搬送時間がおよそ 1 時間程度となる距離である 7、8）。 

この指標では、地理情報ソフトを用いて、より高次の周産期医療を提供する分娩施設から孤立

して立地している分娩施設を抽出する。このことにより、各々の分娩施設が互いにどのような立

地関係にあるかを把握し、ある分娩施設が異なるレベルの周産期医療を提供する他の分娩施設と

地理的にどのような関係にあるのかを示すことができる。この指標を使うと、一定地域内にある

分娩施設の地理的状況を客観的に把握することが可能となるだろう。さらに本論では、新たな指

標を北海道内の分娩施設に適用して孤立して立地する分娩施設を抽出する。 

北海道に適用した結果、50km 孤立の分娩施設は 4 施設、50km 準孤立の分娩施設は 13 施設、

75km 孤立の分娩施設は 1 施設、および 75km 準孤立の分娩施設は 5 施設であった 9）。これらの分

娩施設はそれぞれ 50km または 75km の範囲で孤立して立地していると判断できる。すなわち、こ

れらの分娩施設は、緊急時において搬送に時間がかかる。周産期医療提供体制の整備において、

政策上、搬送の安全性という側面からより注視を必要とする。 

以下では、2 節で分析の方法を、3 節で北海道の周産期医療提供体制における 50km 孤立・50km

準孤立の分娩施設の抽出結果を、4 節で 75km 孤立・75km 準孤立の分娩施設の抽出結果を、5 節

で分析の考察とまとめを述べる。 

 

２．方法 

本節では以下のような方法で孤立して立地する分娩施設を抽出する。すなわち、地図上の各分

娩施設（点データ）に対し、「地理情報分析支援システム MANDARA（無料版）10）」によって半

径 A km のバッファを発生させ、A km の範囲内にある分娩施設数をカウントする。 

北海道の分娩施設は 99 施設ある 11）。これら全ての分娩施設の住所を調べ、「CSV アドレスマッ
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チングサービス 12）」を利用して各分娩施設の緯度経度情報を取得した 13）。北海道の分娩施設の分

布を図示すると、図 1 のようになる 14）。北海道においては、複数の分娩施設が密に集積して立地

している箇所と、少数の分娩施設が互いに距離をおいて立地している箇所とがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．北海道の分娩施設の分布（MANDARA（無料版）14）） 

 

「北海道医療計画」15）によると、北海道に総合周産期母子医療センターは 6 施設、地域周産期

母子医療センターは 25 施設、1 次分娩施設は 68 施設ある 16）。地域周産期母子医療センター25 施

設のうち、常勤医師が 1 人であるなど、地域周産期母子医療センターに期待されるレベルの周産

期医療を提供できないと推測される分娩施設が 5 施設ある。本論ではこれらの 5 施設を 1 次分娩

施設とみなす。したがって、以下では、地域周産期母子医療センターを 20 施設、1 次分娩施設を

73 施設として分析をおこなう。 

図 2 は北海道の市町村ごとの出生数の分布と総合周産期母子医療センターが存在する市町村を

図示している。出生数は各市町村の分娩需要の代理変数とみなすことができる。また、一般に出

生数の多い市町村は人口規模も大きい。北海道では、より高度な周産期医療を提供する総合周産

期母子医療センターは、人口規模が相対的に大きく、したがって分娩需要（出生数）が大きい都

市に設置されている。 

狭い範囲に複数の分娩施設が立地している場合、各分娩施設は需要の獲得を巡って競争しなが

らも、提供できる医療サービスに応じて互いに補完しあうと考えられる。主として正常分娩のみ
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を扱う 1 次分娩施設は、自施設だけでは周産期医療を完結できない 17）。総合または地域周産期母

子医療センターにハイリスクと判断された妊婦を紹介したり、緊急事態の際には搬送をおこなわ

なければならない。なお、一定の地域にそれぞれ異なるレベルの周産期医療を提供する分娩施設

が複数立地しているとき、本論では「集積」とよぶことにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．北海道における出生数の分布と総合周産期母子医療センターの位置 

（MANDARA（無料版）10）、「統計で見る市区町村のすがた（2010 年）」30）） 

 

３．50km 孤立・50km 準孤立 

北海道の 99 分娩施設について、50km 孤立・50km 準孤立である分娩施設を抽出した結果を表 1

にまとめた。表 1 では「北海道医療計画」に従い 18）、分娩施設を A～D の 4 種類に分類している。

「北海道医療計画」における施設分類 C および D は、本論ではまとめて 1 次分娩施設として取り

扱う。また、表 1 で*マークのついている分娩施設は、北海道により地域周産期母子医療センター

に指定されているが、1 次分娩施設として取り扱う。表 1 における分娩施設 1、8 および 9 の 3 施

設が該当する。特に、分娩施設 1 は地域周産期母子医療センターに指定されており、NICU 等も

備えている。しかし、同施設の産婦人科ホームページにおいて、ハイリスク妊婦は他施設に紹介

する旨を明記しているため、本論では 1 次分娩施設とした 19）。 

自施設から 50km の範囲内に総合周産期母子医療センターを含まない分娩施設は全部で 17 施設

ある（表 1）。うち、50km 孤立の分娩施設は 4 施設（施設番号 1～4）、50km 準孤立の分娩施設は

13 施設（施設番号 5～17）である。 

分娩施設 1 および 2 は、1 次分娩施設である。1 次分娩施設では、妊娠期間中 14 回程度実施さ
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れる妊婦健康診査でハイリスク妊婦が発見されると、対応できる別の分娩施設に紹介する。妊婦

健康診査時にスクリーニングがおこなわれることにより、1 次分娩施設で緊急搬送が必要な事態

になる頻度は低くなるだろう。しかし、その可能性はゼロではない。これらの分娩施設では、仮

に緊急搬送が必要な事態になった場合、他施設への搬送に時間がかかると推測される。 

 

表 1．各分娩施設から 50km の範囲内にある分娩施設の数 

施設

番号 
分娩施設の

種類 
孤立・準孤立

の別 
分娩施設名 

含まれる分娩施設数 

合計 内訳   

 
総合周産期

母子医療セ

ンター数

地域周産期

母子医療セ

ンター数 

1 次分娩 
施設 

1 B 50km 孤立 市立稚内病院* 1 0 0 1 

2 C 50km 孤立 浦河赤十字病院 1 0 0 1 

3 D 50km 孤立 町立別海病院 3 0 0 3 

4 D 50km 孤立 町立中標津病院 3 0 0 3 

5 B 50km 準孤立 八雲総合病院 1 0 1 0 

6 B 50km 準孤立 名寄市立総合病院 1 0 1 0 

7 B 50km 準孤立 網走厚生病院 3 0 1 2 

8 B 50km 準孤立 広域紋別病院* 2 0 1 1 

9 B 50km 準孤立 留萌市立病院* 4 0 1 2 

10 B 50km 準孤立 日鋼記念病院 3 0 1 2 

11 D 50km 準孤立 製鉄記念室蘭病院 3 0 1 2 

12 C 50km 準孤立 伊達赤十字病院 4 0 1 3 

13 C 50km 準孤立 倶知安厚生病院 14 0 4 10 

14 B 50km 準孤立 苫小牧市立病院 26 0 3 23 

15 B 50km 準孤立 王子総合病院 23 0 3 20 

16 D 50km 準孤立 クリニックα 23 0 3 20 

17 D 50km 準孤立 クリニックβ 23 0 3 20 

分娩施設の種類：A－総合周産期母子医療センター、B－地域周産期母子医療センター、C－地域において産科医療を確保する

必要がある病院、D－1 次分娩施設（「北海道医療計画 第 8 章（平成 23 年 10 月 1 日）」18））。 
*：地域周産期母子医療センターであるが、本論では 1 次分娩施設として取り扱った。 

 

分娩施設 3 および 4 は互いに 50km の範囲内に位置する。しかし、2 つの分娩施設から 50km の

範囲内には、いずれも総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターの両方がない。

高次の周産期医療を提供する分娩施設はこれらの分娩施設から 50km 以上離れている。したがっ

て、これら 2 つの分娩施設は 50km 孤立である 20）。 

分娩施設 5 および 6 は、50km の範囲内に自施設以外の分娩施設がなく、地理的にはそれぞれ孤

立して立地している。ただし、2 つの分娩施設とも、それぞれ地域周産期母子医療センターであ

る。このため、ある程度のレベルの周産期医療を自ら供給可能であると考えられる。自施設が提

供できる医療サービスの範囲を超えた場合に、搬送先となる総合周産期母子医療センターが 50km

以内に存在しない。このことは、救急車の旅行速度が時速 50km であると仮定した場合に、搬送

に 1 時間以上かかることを意味する。 
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同様に分娩施設 7、10、14、15 もまた地域周産期母子医療センターである。やはり、50km の範

囲内に総合周産期母子医療センターがない。一方で、分娩施設 10～12 および分娩施設 14～17 は

それぞれ同じ市内またはすぐ隣の市との間に分娩施設の「集積」を形成しており、完全に孤立し

た立地とはなっていない。 

分娩施設 8、9、13 においても 50km の範囲内に複数の医療機関があり、地理的に完全に孤立し

ているとはいえない。しかし、50km の範囲内の他の分娩施設と、「集積」といえるほど近接して

いるとはいえない。 

 

４．75km 孤立･75km 準孤立 

距離 A km を 50km から 75km に伸ばして孤立して立地する分娩施設を抽出した結果を表 2 にま

とめた。なお、表 2 の分娩施設番号は表 1 と同じ分娩施設を表している。自施設から 75km の範

囲内に総合周産期母子医療センターを含まない分娩施設は全部で 6 施設ある（表 2）。うち、75km

孤立の分娩施設は 1 施設（施設番号 1）、75km 準孤立の分娩施設は 5 施設（施設番号 2、4、およ

び 10～12）である。これらの分娩施設では緊急時の搬送先が 75km よりも遠方に位置する。特に、

分娩施設 1 は 75km の範囲内に自院以外の分娩施設がない。 

 

表 2．各分娩施設から 75km の範囲内にある分娩施設の数 

施設

番号 
分娩施設

の種類 
孤立・準孤立

の別 
分娩施設名 

含まれる分娩施設数 

合計 内訳   

 
総合周産期

母子医療セ

ンター 

地域周産期

母子医療セ

ンター 

1 次分娩 
施設 

1 B 75km 孤立 市立稚内病院* 1 0 0 1 

2 C 75km 準孤立 浦河赤十字病院 3 0 1 2 

3 D  町立別海病院 5 1 1 3 

4 D 75km 準孤立 町立中標津病院 4 0 1 3 

5 B  八雲総合病院 10 1 2 7 

6 B  名寄市立総合病院 15 1 3 11 

7 B  網走厚生病院 6 1 2 3 

8 B  広域紋別病院* 6 1 2 3 

9 B  留萌市立病院* 17 1 3 13 

10 B 75km 準孤立 日鋼記念病院 9 0 5 4 

11 D 75km 準孤立 製鉄記念室蘭病院 12 0 3 9 

12 C 75km 準孤立 伊達赤十字病院 21 0 7 14 

13 C  倶知安厚生病院 53 1 10 42 

14 B   苫小牧市立病院 54 1 9 44 

15 B   王子総合病院 54 1 9 44 

16 D   クリニックα 54 1 9 44 

17 D   クリニックβ 54 1 9 44 

分娩施設の種類：A－総合周産期母子医療センター、B－地域周産期母子医療センター、C－地域において産科医療を確保する

必要がある病院、D－1 次分娩施設（「北海道医療計画 第 8 章（平成 23 年 10 月 1 日）」18））。 

*：地域周産期母子医療センターであるが、本論では 1 次分娩施設として取り扱った。 
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分娩施設 3、5～9 および 13～17 は、距離 A が 75km に伸びたことにより、総合周産期母子医療

センターを半径 75km の円の範囲内に含む。したがって、75km 孤立、75km 準孤立のいずれにも

該当しない。分娩施設 3 は釧路市、分娩施設 5 および 10～12 では函館市、分娩施設 6 および 9 で

は旭川市、分娩施設 7 および 8 では北見市、分娩施設 13~17 では札幌市の総合周産期母子医療セ

ンターが 75km の範囲に含まれる。 

 

５．考察とまとめ 

本論では、「地理情報ソフト MANDARA（無料版）」を用い、北海道において孤立して立地する

分娩施設を抽出した。50km 孤立・50km 準孤立の定義を満足する分娩施設は、直線距離 50km の

範囲で、75km 孤立・75km 準孤立の定義を満足する分娩施設は、直線距離 75km の範囲で地理的

に孤立しているとみなすことができる。 

分娩施設が互いに遠くにある場合、周産期医療における施設間の補完関係をとることが難しく

なる。また、提供できる周産期医療のレベルが低次であるほど、緊急時の安全性確保が課題とな

る 21）。北海道において、50km 孤立の分娩施設は 4 施設、50km 準孤立の分娩施設は 13 施設であっ

た。これらの分娩施設では、緊急時において搬送に時間がかかるため、緊急時の安全性確保によ

り注力する必要がある。他分娩施設や消防との連携・協力や行政による関与がより重要となるだ

ろう。 

各都道府県は、病床の整備を図るにあたり、「医療計画」を 5 年ごとに作成する。その際、地域

的単位として複数の市町村を含む 2 次医療圏（必要ならばさらに広い 3 次医療圏）を設定する 22）。

北海道で 3 次医療圏は 6、2 次医療圏は 21 設定されている。50km 孤立・50km 準孤立の分娩施設

が存在する地域は、2 次医療圏別にみると、日高、宗谷、根室、北渡島檜山、上川北部、北網、遠

紋、留萌、西胆振、後志および東胆振医療圏である（図 3）。これらの 2 次医療圏では、分娩施設

は存在するものの、それらの施設から高次の分娩施設への搬送距離が 50km 以上であるという意

味で、周産期医療の安全性により留意する必要がある。 

同様に、北海道において、75km 孤立の分娩施設は 1 施設、75km 準孤立の分娩施設は 5 施設あっ

た。75km 孤立・75km 準孤立の分娩施設が存在する地域は、2 次医療圏でみると、日高、宗谷、

根室および西胆振医療圏である（図 3）。これらの医療圏では、より高次の分娩施設への搬送距離

が 75km 以上あるという意味で、安全性に留意する必要がある。50km 孤立の場合よりもさらに搬

送距離が長くなるため、高速道路が整備されていない場合、ヘリコプターによる救急搬送も考慮

の対象となる。 

ここで、分娩施設 2 は 75km の範囲内に帯広市の地域周産期母子医療センターを含むことから、

75km 準孤立とした。しかし、実際には分娩施設 2 から 120～150km ほど離れた苫小牧市にある分

娩施設（地域周産期母子医療センター）から、産婦人科医師の派遣が行われている 23）。したがっ
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50km孤立・50km準孤立の分娩施

設を含む 2次医療圏 南空知 
75km孤立・75km準孤立の分娩施

設を含む 2次医療圏 

て、分娩施設 2 は帯広市よりも苫小牧市との関係が強いと推測される。したがって分娩施設 2 は

機械的に定義を適用すると 75km 準孤立となるが、実際には 75km 孤立と同等とみなすことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．北海道の医療圏 

出典：「北海道医療計画 第 9 章（平成 20 年 3 月）」31）より転載し、著者による加筆を行っている。 
注：網走医療圏は、「北海道医療計画」本文では、北網医療圏とされている。 

 

75km 孤立の分娩施設（表 2 の分娩施設 1、道北・宗谷医療圏）から他の高次の周産期医療を提

供する分娩施設への経路においては、高速道路は原則として存在せず、札幌市に設置されている

ドクターヘリの運航圏内（半径 100km）からも外れている 24）。すなわち、分娩施設 1 は地理的に

孤立して立地している。このため、分娩施設 1 では、妊婦健康診査でハイリスク妊婦のスクリー

ニングを行い、自施設における緊急事態の発生の可能性をできる限り小さくしていると考えられ

る。同時に、搬送が間に合わない場合に備えて、NICU を設置するなど、自施設である程度のレベ

ルの周産期医療を提供できるようにしていると推測される。 

分娩施設 10～12（西胆振医療圏）に対して機械的に距離 A＝75 を適用すると、その範囲内に函

館市の総合周産期母子医療センターが含まれる。しかし、函館市が半島の先に位置するため、分

娩施設 10 および 11 がある室蘭市と函館市間で、自動車の使用を仮定するとその移動距離はおよ

そ 200km となる。また、室蘭市は、総合周産期母子医療センターのある札幌市からも遠い。室蘭
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市から札幌市まで自動車を使用した場合の走行距離は 100km を超える 25）。函館市と札幌市の間

には室蘭市を経由する高速道路があるものの、高速道路を使っても搬送には時間がかかると推測

される。他方、函館市・室蘭市間は、直線距離では 75km 以内におさまる。そこで、函館市にドク

ターヘリを設置することによって、室蘭市周辺の周産期医療における救急搬送をより迅速におこ

なえると考えられる 26）。 

分娩施設 13（後志医療圏）は 1 次分娩施設である。分娩施設 13 がある市町村と、一番近くの

総合周産期母子医療センターがある札幌市との間に高速道路は存在するが、途中でとぎれている。

また、分娩施設 13 の周囲では、道路が山（羊蹄山）を迂回する形になっており、直線距離と道路

距離とが異なる。したがって、後述の東胆振医療圏の苫小牧市内の分娩施設に比較すると、分娩

施設間の補完関係は期待できず、さらには、緊急事態における安全性に欠ける。ただし、札幌市

に設置されているドクターヘリの運航圏内には含まれる 27）。 

分娩施設 14~17（東胆振医療圏）は 2 つの地域周産期母子医療センターを含んでいる。これら

は苫小牧市内で分娩施設の「集積」を形成している。さらに、苫小牧市と札幌市は高速道路で結

ばれているため、救急車が時速 80km で走行するならば、苫小牧・札幌間の時間距離はおよそ 1 時

間である。この意味で、分娩施設間の補完関係が期待できるとともに、緊急事態における安全性

がある程度確保されている。すなわち、分娩施設 14~17 が立地する苫小牧市は、総合周産期母子

医療センターまでの搬送距離が長いものの、高速道路が整備されていることを背景として分娩施

設間の補完関係を享受できる地域であるといえる。 

さらに、分娩施設 7、10、14、15 は 50km 準孤立または 75km 準孤立であるが、地域周産期母子

医療センターである。これらの分娩施設の機能を総合周産期母子医療センターに近づけることが

できれば、地域内で周産期医療を完結することも可能である。ただし、分娩施設を高度化するた

めには医療機器や NICU などの特別な病室、あるいは人的資源などを追加する必要があり、短期

的・長期的に費用がかかる。実際に分娩施設を高度化するにあたっては、高度化を実施すべきか

どうか、高度化するならばどの施設がふさわしいかなど様々な観点からの検討が必要である 28）。 

周産期医療においては分娩・妊娠の一定割合をしめるハイリスク群にそなえて、高度な周産期

医療や救急搬送体制を整えておく必要がある。高次の周産期医療を提供する分娩施設（通常は総

合周産期母子医療センター）を一定地域内で相対的に人口の多い都市におくとしても、それらの

高次の分娩施設と 1 次分娩施設や地域周産期母子医療センターとの間でどのようにして紹介や搬

送をおこなうかといった周産期の救急搬送体制を、消防署や行政とも連携して考慮する必要があ

る。「A km 孤立」の指標は周産期の救急搬送の仕組みを考える際に、政策上、特に注意すべき分

娩施設を明らかにする。もちろん、現実の救急搬送においては、分娩施設の立地状況の把握だけ

でなく、分娩施設間での空床状況や患者のデータといった情報の授受、妊婦健康診査の内容に関

する標準化といった問題を解決し、異なる施設に属するスタッフ間のコミュニケーションをス
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ムーズにおこなうといった、他の様々な事項が重要である 29）。 

今後は、北海道だけではなく、他都府県にも分娩施設の立地において「孤立」の問題があるか

を検討することが課題である。また、いくつかの都道府県では、県境を越えた連携が検討・実施

されつつある。本論で提案した「孤立」の指標をそうした県境をこえた広域連携にどのように役

立てるかについて検討することも今後の課題である。 
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